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☆生徒会本部役員選挙 

 ３日（木）に生徒会本部役員選挙がありました。１年生１２名、２年生９名、計２１名の

立候補者が熱弁を振るいました。候補者の皆さんは、それぞれ個性的で、しっかりと自分の

主張を生徒の皆さんに伝えていましたが、大きく分けてみると以下のような主張になってい

たような気がします。 

①「先輩の本部役員の姿に対するあこがれ」 

 ・小学校の時に見た先輩の本部役員の姿や中学校入学当時の本部役員の活躍を見て、自分

も生徒会本部役員をやってみたいと思った、という話をほとんどの候補者がしていました。 

②「ＡＺＭプロジェクトのより一層の充実」 

 ・特に「あいさつ」をもっと徹底させていきたい、という主張が多かったように思います。 

③「あずま中をより良くしたい」 

 ・それぞれの候補者が様々な視点から自分なりの主張をしていました。 

 「やるときにはやる、メリハリをもった学校に」「笑顔で明るく輝ける学校に」「みんなが 

何にでも一生懸命に取り組める学校に」「１，２，３年生みんながしっかり発言できる雰囲 

気づくり」「みんなが楽しく過ごせる学校に」 

  特に多かったキーワードは「笑顔」「楽しい」という言葉でした。 

 何よりも素晴らしかったのは、皆

さんの「あいさつ」です。ステージ上

で全校生徒に話をするのは私でも緊

張しますが、皆さんがとても大きな

声で元気いっぱいにあいさつをし、

立派に話をしている姿を見て、「誰が

本部役員になっても大丈夫だな」と

思いました。 

 役員の定数は１０名なので、半分

以上の候補者が本部役員にはなれませんでしたが、２１名の候補者全員がこれからもずっと、

学級や学年のリーダーとなって学校を引っ張ってくれることは間違いないと思っていますし、

とても期待しています。 

 そして、本部役員を全校生徒の皆さんが支えてくれることを信じています。 

 

☆租税教室 

 ９月２４日（火）５校時に３年生の「租税教室」が行われました。 

１０月になって消費税が１０％になり、ニュースで

は連日取り上げられています。私たちの生活に大きく

関わる身近なものであることは間違いありません。 

しかし、私たちにとって、税金は「分かっているよ

うで分かっていない」ものかもしれません。 

今回、税理士の方に来ていただき、税金がない世界

の怖さを分かりやすいアニメーションで学んだ後、お

話をいただきました。たいへん貴重な機会となりまし

た。 



☆ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービズ）の怖さ 

 先日、ラジオのニュースを聴きながら家に帰っている時に、とてもビックリすることがあ

りました。 

それは、「東京のマンションに帰宅したアイドル活動をする２０代の女性に対し、背後から

タオルで口をふさいで引き倒し、けがをさせたなどとして、２６歳の男性が逮捕された」と

いうニュースでしたが、男性は女性の熱狂的なファンで、「ＳＮＳに投稿された女性の顔写真

の瞳に映る景色を手がかりに住んでいる場所を特定した」と警察で話したそうです。 

 女性の瞳に映った駅の風景と特徴が似ている駅を見つけ出し、駅で待ち伏せをしてマンシ

ョンを特定したということです。また、女性がＳＮＳで配信した動画を見て、カーテンの位

置や窓の光のさしかたなどから、女性の部屋の位置まで把握していたということです。 

 ＳＮＳのリスクに詳しい、ある大学教授は、防犯上の注意点として「手がかりとなる情報

さえあれば特殊な技能などなくても、インターネットの画像検索などの機能を組み合わせて

場所を特定することもできる。ＳＮＳに画像をあげる際は、利用者はプライバシーが流出す

るリスクが常にあることをよく認識することが必要である」と話しています。 

現在では、ＬＩＮＥやインスタグラム、ツイッターなど、様々なＳＮＳを活用している 

中学生がいるようですが、「写真の瞳に映る風景」から、こんな事件に巻き込まれることもあ

るのだ、ということを知っておいてほしいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上のグラフはスマホ・携帯に関わる犯罪の被害に遭った児童生徒数を表したグラフです。

右上がりに増え続けている折れ線グラフはＳＮＳが原因となった犯罪に巻き込まれた子ども

の数です。年齢別では、１３歳と１５歳が増加傾向にあり、高校生と中学生で被害者の９割

弱を占めています。 

詳しい資料は、警察庁のホームページ「平成２９年におけるＳＮＳ等に起因する被害児童

の現状と対策について」に資料が出ています。 

正しく使えば、スマホ・携帯はとても便利なものだと思います。親といつでも連絡が取れ

て、身の安全を守ることも出来ます。しかし、使い方を誤れば、他人を傷つけたり、犯罪に

巻き込まれたりします。持っている人は「正しい判断をし、正しく使う」ということ

を、常に考えていなければならないと思っています。 


